
 三重県総務部財政課　行

　TEL　059-224-2119

　FAX　059-224-2125

　E-mail　zaisei@pref.mie.lg.jp

○三重県市場公募地方債の発行概要（予定）

発行時期

発行額

年限

引受手数料

発行条件

　

○調査事項

1　上記の三重県市場公募地方債の引受け

 いずれかに○を付してください。

希望する 希望しない

　「希望する」を選択した場合のみ、以下２～１２について回答してください。

　「希望しない」を選択した場合は、以下の回答は不要です。ご協力ありがとうございました。

２　貴社の三重県市場公募地方債の引受希望額及び引受希望シェア

（単位：億円、％）

可 不可 可 不可

○

３　引受けを希望する理由

３２．５銭/１００円（税別、幹事手数料５銭を含む）

個別条件交渉・決定方式による

希望額のうち、
個人向け販売の可否

１０億円

　うち県民向け販売見込額

記載例

２０億円

個人向け販売見込額

その他
最小単位は１億円、引
受額は１億円刻みを希
望します。

法人名

電話番号

郵便番号・住所

１億円

調査票

令和８年３月

希望状況記入欄

１０年

区分

引受上限額

担当者所属名

引受希望額

FAX番号

担当者氏名

令和７年度三重県市場公募地方債の引受に関する意向調査

代表者名

１００億円

E-mail

２億円

行・列の挿入はご遠慮ください。



４　引受希望シェアを満たさない場合の引受け

 いずれかに○を付してください。

希望する 希望しない

５　貴社が三重県市場公募地方債を引き受けた場合の販売・保有等に関する具体的方針

（１）販売体制

　三重県債取扱店舗数（予定）

津市内 その他 小計 可 不可

0 0

　上記のうち、三重県内店舗（津市内及びその他）の店舗名を列挙してください。欄に収まりきらない場合は、

　一覧表を別添してください。

（参考）貴社の店舗数

津市内 その他 小計

0 0

（２）貴社における三重県市場公募地方債の位置付け、引受コンセプト等

（３）販売戦略（広報戦略を含む）、主な販売先（販売層）等 <保有をメインとする場合はその理由>

合計
三重県内

所在地 三重県外

店舗数

所在地 合計

窓口での販売

三重県内
三重県外

店舗数



６　全国型市場公募地方債の引受実績（住民参加型を除く）

（１）Ｒ４年度引受実績（Ｒ４．４～R５．３） （単位：億円）

５年債 １０年債 ２０年債 その他

うち幹事

（２）Ｒ５年度引受実績（R５．４～Ｒ６．３） （単位：億円）

５年債 １０年債 ２０年債 その他

うち幹事

（３）Ｒ６年度引受実績（Ｒ６．４～Ｒ７．３） （単位：億円）

５年債 １０年債 ２０年債 その他

うち幹事

（４）Ｒ７年度引受実績（Ｒ７．４～Ｒ７．１１） （単位：億円）

５年債 １０年債 ２０年債 その他

うち幹事

※既存の資料等がありましたら、本調査票に添付していただいても差し支えありません。

※引受団体数は、延べ数ではなく、実数で記入してください。

※引受総額は、小数第1位まで記入してください。

７　国債入札参加資格の有無及び落札実績

 いずれかに○を付してください。

あり なし

　「あり」の場合 （単位：億円）

　 落札総額 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度
（４月～１１月）

　 ５年債

　 １０年債

　 ２０年債

合計 0.0 0.0 0.0 0.0

※既存の資料等がありましたら、本調査票に添付していただいても差し支えありません。

※落札総額は、小数第1位まで記入してください。

引受総額

引受総額

引受団体数

個別発行債

区分

引受団体数

区分
個別発行債

個別発行債
区分

区分

国債入札参加資格

共同発行債

共同発行債

引受総額

引受総額

引受団体数

個別発行債

引受団体数

共同発行債

共同発行債



８　金融庁による行政処分の有無（直近１年間）

 いずれかに○を付してください。

該当あり 該当なし

　「該当あり」の場合は、その内容を具体的にご記入ください。

９　他の地方公共団体のシェアの引下げ又はシンジケート団からの脱退の有無（直近１年間）

 いずれかに○を付してください。

該当あり 該当なし

「該当あり」の場合は、その理由を具体的にご記入ください。

１０　今後の三重県市場公募地方債の継続的な引受希望

 いずれかに○を付してください。

希望する 希望しない

１１　三重県のＩＲ（個別ＩＲ等、ＩＲ資料、投資家向けホームページ）に係る改善点の提案がございましたら
　具体的にご記入ください。

１２　その他、三重県債の発行にあたって、ご意見等がありましたらご記入ください。

以上です。ご協力ありがとうございました。
なお、この調査のみをもって引受けを決定するものではありませんので、念のため申し添えます。

なお、以下については必ず触れてください。
・処分の概要　　・処分の期間　　・処分への対応　　・国債・共同債への参画資格の停止の有無


